
新型コロナウィルス感染症対応の助成金シリーズ

②雇用調整助成金の計画届・支給申請書
作成のポイント。

（2020.5.10時点の情報をもとに編集してあります）

社会保険労務士法人 葵経営

代表 皆川 雅彦（社会保険労務士）
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前回配信（4/28）以降の変更点

雇用調整助成金
Point１
解雇等を行っていない中小企業への特例拡充（2020.4.25）

（拡充１） 60/100を超える分の助成率を10/10に
（拡充２） 休業要請等を受けていて休業手当100％支払って

いる中小企業事業主の助成率を10/10
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前回配信（4/28）以降の変更点

Point２<5月3日（日）テレビにて発言：検討中＞

上限額 日額8,330円の引き上げを検討
Point３<5月6日（水）方針発表：詳細はこれから＞

概ね20人以下の小規模事業主向け、助成金額計算式の簡素化
（実際に支払った休業手当）×（助成率）＝（助成額）

Point４<5月6日（水）方針発表：詳細はこれから＞

平均賃金額の算定方法の簡素化
ʬ源泉所得税の納付書を活用する方式ʭ
（給与等の支払額）÷（人員）
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雇用調整助成金 特例拡充 （金額を当てはめると．．．）
2020年4月25日（土）改訂に
基づくシュミレーション

（変更可能性あり！）

休業手当 8,000円
（80％）

休業手当 8,000円
（80％）

ʬ拡充２ʭのケースは、日額10,000円だと日額上限8,330にかかり、変化なし
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【手続きの進め方】
本来は、

今回、計画届の事後届出が認められます（提出期限は、令和２年６月３０日まで）

ただし、事後届出は令和２年４月１日から令和２年６月３０日までの間は複数可能、その後の

月分はその月の休業開始の前日までに提出となりますので要注意！

①

休業に関する労使
協定の締結

②

休業計画届

（休業初日の２週
間前まで）

③

休業実施

④

支給申請

①

休業に関する労
使協定の締結

②

休業実施

③

休業計画届

（事後届出）

④

支給申請
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計画届に必要な書類

厚生労働省ホームページ（８ページ参照）

①様式第１号（１）休業等実施計画（変更）届（資料①）

②様式特第４号雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書（資料②）

③休業協定書（資料③）

④事業所の規模を確認する書類（資料④）
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支給申請に必要な書類

①様式特第６号支給要件確認申立書・役員等一覧

②様式特第９号または１２号休業・教育訓練実績一覧表（資料⑤）

③様式特第８号または１１号助成額算定書（資料⑥）

④様式特第７号または１０号（休業等）支給申請書（資料⑦）

⑤労働・休日の実績に関する書類（出勤簿・タイムカードなど）

⑥休業手当・賃金の実績に関する書類（賃金台帳・給与明細など）
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タイムカード記入例
※週休二日制の場合
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タイムカード記入例
※1ヶ月変形の労働
時間制
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シフト表 作成例
※1ヶ月変形の労働時間制
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タイムカード記入例
※1年単位の変形労働
時間制
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給与支給明細（休業手当を平均賃金の６０％（資料⑧）で支払った場合）
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給与支給明細（休業手当を１００％補償の場合）
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